
 

神奈川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例等施行 

規則 

平成２０年３月３日 

規則第１号 

（趣旨） 

第１条 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号。以下「法」

という。）及び神奈川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例（平

成１９年神奈川県後期高齢者医療広域連合条例第２８号。以下「条例」という。）

の施行について必要な事項は、別に定めがあるもののほか、この規則の定めると

ころによる。 

（被保険者証等の検認又は更新) 

第２条 広域連合長は、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則（平成１９年厚

生労働省令第１２９号。以下「省令」という。）第２０条第１項、第２１条、第

６２条第８項、第６６条の２第６項及び第６７条第６項の規定により被保険者証、

被保険者資格証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証及び限度額適用・

標準負担額減額認定証（以下「被保険者証等」という。）を検認又は更新をする

ときは、あらかじめその期日その他必要な事項を公告するものとする。 

（被保険者証等の無効） 

第３条 次の各号のいずれかに該当する被保険者証等は、無効とする。 

（１）被保険者が法の規定により、その資格を喪失したとき。 

（２）被保険者証等を亡失又は損傷したとき。 

（３）被保険者証等の検認又は更新を受けなかったとき。 

（４）被保険者証等の有効期限を経過したとき。 

（５）正当な理由がなく被保険者証等の記載事項に訂正又は追加をしたとき若しく

は記載事項を削除したとき。 

（後期高齢者医療被保険者受療証の交付） 

第４条 広域連合長は、被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、被保険

者の申請により後期高齢者医療被保険者受療証を交付するものとする。 

（１）被保険者証の交付を申請している場合において、いまだその交付を受けてい

ないとき又は被保険者証の再交付を申請している場合において、いまだその再

交付を受けていないとき。 



 

（２）被保険者証の記載事項を訂正するため又は被保険者証の検認若しくは更新の

ため被保険者証を広域連合に提出しているとき。 

（葬祭費の支給の申請等） 

第５条 条例第２条の規定により葬祭費の支給を受けようとする者は、後期高齢者

医療葬祭費支給申請書にその被保険者の死亡の事実を証する書類を添えて広域連

合長に提出しなければならない。ただし、公簿においてその事実を確認できると

きは、その証する書類の添付を省略することができる。 

２ 広域連合長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに申請の内容を審

査し、支給を決定したときは後期高齢者医療給付支給決定通知書により、却下し

たときは後期高齢者医療給付支給申請却下通知書により、その旨を申請者に通知

しなければならない。 

（保険料徴収猶予の申請、取消し等） 

第６条 条例第１５条第２項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、

後期高齢者医療保険料徴収猶予申請書を広域連合長に提出しなければならない。 

２ 広域連合長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに申請の内容を審

査し、保険料の徴収猶予を決定したときは後期高齢者医療保険料徴収猶予決定・

却下通知書により、却下したときは後期高齢者保険料徴収猶予決定・却下通知書

により、その旨を申請者に通知しなければならない。 

３ 広域連合長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保険料の徴収猶予を取

り消すことができる。 

（１）徴収猶予を受けた者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入の増加

等により、徴収猶予が不要となったとき。 

（２）偽りの申請その他の不正の行為により徴収猶予を受けたとき。 

（３）前２号に掲げるもののほか、徴収猶予を取り消すことに相当の理由があると

認められるとき。 

４ 前項の規定による保険料の徴収猶予の取消しは、後期高齢者医療保険料徴収猶

予取消通知書によるものとする。 

（保険料の減免） 

第７条 条例第１６条第１項の規定による保険料の減免の程度は、次に掲げるとこ

ろによる。 

（１）被保険者又はその属する世帯の世帯主が、現住する住宅について半焼、半壊、



 

床上浸水と同等若しくはそれ以上の損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損

じた場合 損害を受けた日以後６か月以内の条例第１１条第１項の月割りをも

って行う保険料（以下「月割保険料」という。）相当額（前年度から引き続き

被保険者である者で前年度に６か月未満の月割保険料相当額の減免を受けた場

合は、６から減免を受けた月数を控除した月割保険料相当額を限度とする。）

を減免する。 

（２）被保険者が法第８９条による給付制限に該当するに至った場合 年間保険料

額のうち給付制限を受ける日の属する月から給付制限を受けることがなくなっ

た日の属する月の前月までの月割保険料相当額を減免する。ただし、給付制限

を受ける日の属する月に給付制限を受けることがなくなった場合は、この限り

でない。 

２ 条例第１６条第２項の規定による保険料の減免の程度は、次に掲げるところに

よる。ただし、前年の条例第１２条第１項第１号に規定する当該世帯の合算額が

１千万円以上の場合は、この限りでない。 

（１）条例第１６条第２項第１号に該当した場合 世帯主が死亡したことにより新

たに世帯主になった者が当該年度の賦課期日現在における世帯主とみなした場

合に適用される条例第１２条の規定に該当するときは、現に賦課されている保

険料の額から、新たに世帯主になった者が当該年度の賦課期日現在における世

帯主とみなした場合に賦課される保険料の額を控除して得た額を、１２（当該

年度の５月１日以降に被保険者資格を取得した者については、当該資格を取得

した日の属する月から当該年度の終了までの月数。）で除して得た額に、第８

条第１項に規定する申請があった日の属する月から当該年度の終了までの月数

を乗じて得た額を限度として、保険料を減免する。 

（２）条例第１６条第２項第２号又は第３号に該当した場合 条例第１６条第２項

第２号又は第３号に規定する要件に該当することとなった日の属する年の当該

被保険者、その属する世帯の世帯主及び当該世帯に属する他の被保険者の合計

所得金額の見込額（以下「見込合計所得金額」という。）が、減免を受けよう

とする年度の賦課期日現在における所得とみなした場合に適用される条例 

第１２条の規定に該当するときは、現に賦課されている保険料の額から、当該

見込合計所得金額を基に賦課した保険料の額を控除して得た額を、１２（当該

年度の５月１日以降に被保険者資格を取得した者については、当該資格を取得



 

した日の属する月から当該年度の終了までの月数。）で除して得た額に、第８

条第１項に規定する申請があった日の属する月から当該年度の終了までの月数

を乗じて得た額を限度として、保険料を減免する。 

３ 第１項の規定にかかわらず、災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）が適用

された場合で、広域連合長が必要と認める場合には、条例第１６条第１項の規定

による保険料の減免の程度は、別に定めるところによることができる。 

（保険料減免の申請、取消し等） 

第８条 条例第１６条第３項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、後

期高齢者医療保険料減免申請書を同条第１項に該当する者にあっては事由のやん

だ日から６０日以内に、同条第２項に該当する者にあっては減免を受けようとす

る月の末日までに広域連合長に提出しなければならない。ただし、広域連合長が

やむを得ないと認める特別の理由があるときは、この限りでない。 

２ 広域連合長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに申請の内容を審

査し、保険料の減免を決定したときは後期高齢者医療保険料減免決定通知書によ

り、却下したときは後期高齢者医療保険料減免却下通知書により、その旨を申請

者に通知しなければならない。 

３ 広域連合長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保険料の減免を取り消

し、又は減免額を変更することができる。 

（１）減免を受けた者の属する世帯の被保険者又はその属する世帯の世帯主の収入

の増加等により、減免が不要となったとき。 

（２）偽りの申請その他の不正の行為により減免を受けたとき。 

（３）減免を受けた後に、減免の対象となる条例第３条の規定による保険料の賦課

額（以下「保険料額」という。）が変更されたとき。 

（４） 減免を受けた後に、条例第１１条第２項に該当し、保険料額が変更されたと

き。 

（５）前各号に掲げるもののほか、減免を取り消し、又は減免額を変更することに

相当の理由があると認められるとき。 

４ 前項の規定による保険料の減免の取消しは、後期高齢者医療保険料減免取消通

知書により、減免額の変更は、後期高齢者医療保険料減免額変更決定通知書によ

るものとする。 

（公示送達の方法） 



 

第９条 法第１１２条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第

２０条の２の規定による公示送達は、神奈川県後期高齢者医療広域連合公告式条

例（平成１９年神奈川県後期高齢者医療広域連合条例第１号）第２条第２項に規

定する掲示場に掲示して行うものとする。 

（広域連合区域外に住所を変更する際の証明） 

第１０条 法第５０条第２号の規定による障害の状態の認定を受けた被保険者、高

齢者の医療の確保に関する法律施行令（平成１９年政令第３１８号。以下「令」

という。）第１４条第６項の規定により認定を受けた被保険者又は法第９９条第

２項の被扶養者であった被保険者が、広域連合の区域外に住所を変更するときは、

広域連合長は、当該被保険者に対し、それぞれに該当する旨の証明書を交付する

ことができる。ただし、法第５５条第１項若しくは第２項又は法第５５条の２の

適用を受ける被保険者については、この限りではない。 

（資格喪失等の証明） 

第１１条 被保険者が令別表に掲げる障害の状態に該当しなくなったため又は省令

第８条第２項の規定による障害認定の撤回をしたため被保険者資格を喪失したと

きは、広域連合長は、当該被保険者に対し、後期高齢者医療被保険者資格喪失等

証明書を交付することができる。 

（負担区分等の証明） 

第１２条 被保険者が広域連合の区域外に住所を変更するときは、広域連合長は、

当該被保険者に対し、後期高齢者医療負担区分等証明書を交付することができる。

ただし、法第５５条第１項若しくは第２項又は法第５５条の２の適用を受ける被

保険者については、この限りではない。 

（保健事業） 

第１３条 条例第２１条第１号に規定する健康診査は、別表第１の１に定める健診

項目及び別表第１の２に定める追加項目とする。ただし、追加項目については、

医師の判断に基づき選択的に実施するものとする。 

２ 条例第２１条第２号に規定する被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

は、次に掲げる事業とする。 

（１）関係市町村（神奈川県後期高齢者医療広域連合規約（平成１９年神奈川県指

令市町第４号）第２条に規定する関係市町村をいう。以下同じ。）が別表第１

に定める健診項目を含む健康診査を行った場合における当該市町村への補助金



 

交付事業 

（２）被保険者の医療機関受診状況等に関する資料を作成し、関係市町村に提供す

る事業 

（３）被保険者の健康の保持増進のための調査分析その他広域連合長が必要と認め

る事業 

 （食事療養標準負担額差額の支給の申請等） 

第１４条 省令第３７条第２項の規定により食事療養標準負担額差額の支給を受け

ようとする者は、後期高齢者医療食事療養等差額支給申請書を広域連合長に提出

しなければならない。 

２ 広域連合長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに申請の内容を審

査し、支給を決定したときは後期高齢者医療給付支給決定通知書により、却下し

たときは後期高齢者医療給付支給申請却下通知書により、その旨を申請者に通知

しなければならない。 

（生活療養標準負担額差額の支給の申請等） 

第１５条 省令第４２条第２項の規定により生活療養標準負担額差額の支給を受け

ようとする者は、後期高齢者医療食事療養等差額支給申請書を広域連合長に提出

しなければならない。 

２ 広域連合長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに申請の内容を審

査し、支給を決定したときは後期高齢者医療給付支給決定通知書により、却下し

たときは後期高齢者医療給付支給申請却下通知書により、その旨を申請者に通知

しなければならない。 

（療養費の支給の申請等） 

第１６条 省令第４７条第１項の規定により療養費の支給を受けようとする者は、

後期高齢者医療療養費支給申請書を広域連合長に提出しなければならない。 

２ 広域連合長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに申請の内容を審

査し、支給を決定したときは後期高齢者医療給付支給決定通知書により、却下し

たときは後期高齢者医療給付支給申請却下通知書により、その旨を申請者に通知

しなければならない。 

（特別療養費の支給の申請等） 

第１７条 省令第５４条第１項の規定により特別療養費の支給を受けようとする者

は、後期高齢者医療療養費支給申請書を広域連合長に提出しなければならない。 



 

２ 広域連合長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに申請の内容を審

査し、支給を決定したときは後期高齢者医療給付支給決定通知書により、却下し

たときは後期高齢者医療給付支給申請却下通知書により、その旨を申請者に通知

しなければならない。 

（移送費の支給の申請等） 

第１８条 省令第６０条第１項の規定により移送費の支給を受けようとする者は、

後期高齢者医療療養費支給申請書を広域連合長に提出しなければならない。 

２ 広域連合長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに申請の内容を審

査し、支給を決定したときは後期高齢者医療給付支給決定通知書により、却下し

たときは後期高齢者医療給付支給申請却下通知書により、その旨を申請者に通知

しなければならない。 

（高額療養費の支給の申請等） 

第１９条 省令第７０条第１項の規定により高額療養費の支給を受けようとする者

は、後期高齢者医療高額療養費支給申請書を広域連合長に提出しなければならな

い。 

２ 広域連合長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに申請の内容を審

査し、支給を決定したときは後期高齢者医療給付支給決定通知書により、却下し

たときは後期高齢者医療給付支給申請却下通知書により、その旨を申請者に通知

しなければならない。 

 （年間の高額療養費の支給の申請等） 

第１９条の２ 省令第７０条の２第１項及び省令第７０条の３第１項の規定により

高額療養費の支給を受けようとする者は、高額療養費（外来年間合算）支給申請

書兼自己負担額証明書交付申請書を広域連合長に提出しなければならない。  

２ 広域連合長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに申請の内容を審

査し、支給を決定したときは後期高齢者医療給付支給決定通知書により、却下し

たときは後期高齢者医療給付支給申請却下通知書により、不支給を決定したとき

は後期高齢者医療給付不支給決定通知書により、その旨を申請者に通知しなけれ

ばならない。 

（高額介護合算療養費の支給の申請等） 

第２０条 省令第７１条の９第１項及び省令第７１条の１０第１項の規定により高

額介護合算療養費の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請



 

書兼自己負担額証明書交付申請書を広域連合長に提出しなければならない。 

２ 広域連合長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに申請の内容を審

査し、支給を決定したときは後期高齢者医療給付支給決定通知書により、却下し

たときは後期高齢者医療給付支給申請却下通知書により、不支給を決定したとき

は後期高齢者医療給付不支給決定通知書により、その旨を申請者に通知しなけれ

ばならない。 

（特別の事情に関する届出） 

第２１条 省令第１６条及び第７３条の規定により、令第４条に定める特別の事情

がある者は、後期高齢者医療特別の事情に関する届書を広域連合長に提出しなけ

ればならない。 

（様式） 

第２２条 法令及びこの規則の規定による書類その他後期高齢者医療の事務に必要

な書類の様式は、別表第２に定めるとおりとする。 

（委任）  

第２３条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、広域連合長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２１年５月１８日規則第８号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の神奈川県後期高齢者医療広域連 

 合後期高齢者医療に関する条例等施行規則の規定により作成されている様式は、

なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。 

附 則（平成２１年１０月２７日規則第１２号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の神奈川県後期高齢者医療広域連 

 合後期高齢者医療に関する条例等施行規則の規定により作成されている様式は、

なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。 

附 則（平成２３年１月２８日規則第１号） 

 この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２３年６月２１日規則第４号） 

 この規則は、公布の日から施行し、平成２３年３月１１日から適用する。 



 

   附 則（平成２４年３月１日規則第１号） 

１ この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の神奈川県後期高齢者医療広域連

 合後期高齢者医療に関する条例等施行規則の規定により作成されている様式は、

 なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。 

   附 則（平成２４年６月１９日規則第４号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２４年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の神奈川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関 

 する条例等施行規則第３号様式の規定は、平成２４年８月１日以後を有効期限と 

 するものについて適用し、同日前を有効期限とするものについては、なお従前の 

 例による。 

   附 則（平成２５年８月２６日規則第３号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２５年９月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の神奈川県後期高齢者医療広域連

合後期高齢者医療に関する条例等施行規則第１２条により交付されている後期高

齢者医療負担区分等証明書は、改正後の神奈川県後期高齢者医療広域連合後期高

齢者医療に関する条例等施行規則第１２条の規定により交付されている後期高齢

者医療負担区分等証明書とみなす。 

   附 則（平成２６年３月１０日規則第１号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の神奈川県後期高齢者医療広域連

 合後期高齢者医療に関する条例等施行規則の規定により作成されている様式は、

 なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。 

   附 則（平成２６年１１月２５日規則第２号） 

 （施行期日） 



 

１ この規則は、平成２６年１２月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の神奈川県後期高齢者医療広域連

合後期高齢者医療に関する条例等施行規則の規定により作成されている様式は、

なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。 

   附 則（平成２７年３月２４日規則第４号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の神奈川県後期高齢者医療広域連

合後期高齢者医療に関する条例等施行規則の規定により作成されている様式は、

なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。 

   附 則（平成２７年１２月１０日規則第７号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２８年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の神奈川県後期高齢者医療広域連

合後期高齢者医療に関する条例等施行規則の規定により作成されている様式は、

なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。 

附 則（平成２８年３月２８日規則第１０号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の神奈川県後期高齢者医療広域連

合後期高齢者医療に関する条例等施行規則の規定により作成されている様式は、

なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。 

附 則（平成２８年７月１日規則第１１号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２８年７月１１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の神奈川県後期高齢者医療広域連



 

合後期高齢者医療に関する条例等施行規則の規定により作成されている第３号様

式は、平成２８年７月３１日まで使用することができる。 

   附 則（平成２９年３月２８日規則第２号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の神奈川県後期高齢者医療広域連

合後期高齢者医療に関する条例等施行規則の規定により作成されている様式は、

なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。 

   附 則（平成３０年３月２７日規則第６号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の神奈川県後期高齢者医療広域連

合後期高齢者医療に関する条例等施行規則の規定により作成されている様式は、

なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。 

附 則（平成３０年７月３１日規則第９号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成３０年８月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の神奈川県後期高齢者医療広域連

合後期高齢者医療に関する条例等施行規則の規定により作成されている様式は、

なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。 

附 則（平成３１年２月２２日規則第２号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の神奈川県後期高齢者医療広域連

合後期高齢者医療に関する条例等施行規則の規定により作成されている様式は、

なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。 

附 則（令和２年３月２７日規則第３号） 



 

 この規則は、公布の日から施行し、令和元年１０月１２日から適用する。 

   附 則（令和２年６月１日規則第４号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の神奈川県後期高齢者医療広域連

合後期高齢者医療に関する条例施行規則の規定により作成されている第３号様式

は、令和２年７月３１日まで使用することができる。 

附 則（令和２年７月９日規則第５号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年３月３０日規則第３号） 抄 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。ただし、第１条（第８条第２項

を削る改正規定を除く。）の規定、第４条中第８条第８号及び第９条の改正規定

並びに第８条の規定は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際この規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成

されている様式は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。 

附 則（令和３年６月７日規則第４号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（令和３年７月１日規則第５号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（令和４年６月１０日規則第４号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和４年３月３１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分

の間、これを取り繕って使用することができる。 

  附 則（令和４年９月７日規則第８号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（令和４年１０月１日規則第９号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 



 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分

の間、これを取り繕って使用することができる。 

   附 則（令和５年１月１日規則第１０号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分

の間、これを取り繕って使用することができる。 

附 則（令和６年３月２８日規則第５号） 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 



 

別表第１の１（第１３条関係） 

項目番号 健診項目 

１ 既往歴の調査（服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む。） 

２ 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 

３ 身長及び体重の検査 

４ 
ＢＭＩ（次の算式により算出した値をいう。）の測定 

ＢＭＩ＝体重（kg）÷身長（m） 

５ 血圧の測定 

６ 

アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ（ＡＳＴ）、アラニンアミノトランス

フェラーゼ（ＡＬＴ）及びガンマグルタミルトランスフェラーゼ（γ―ＧＴ）の検

査 

７ 

血清トリグリセライド（中性脂肪）、高比重リポ蛋白コレステロール（ＨＤＬコ

レステロール）及び低比重リポ蛋白コレステロール（ＬＤＬコレステロール）の量

の検査 

８ 血糖検査 

９ 尿中の糖及び蛋白の有無の検査 

 

 

別表第１の２（第１３条関係） 

項目番号 追加項目 

１ 貧血検査（ヘマトクリット値、血色素量及び赤血球数の測定） 

２ 心電図検査（１２誘導心電図） 

３ 眼底検査 

４ 血清クレアチニン検査 
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別表第２（第２２条関係） 

様式番号 様式の種類 関係条文 

第１号様式 後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得 

（変更・喪失）届書 

省令第８条、第２５条 

第２号様式 後期高齢者医療被保険者資格取得（変更・喪失）届出

書 

省令第１０条、第１１条、

第１２条、第２２条、第２

３条、第２３条の２、第２

４条、第２５条、第２６条。

第１０条、第１１条、第１

２条 

第３号様式 削除  

第４号様式 後期高齢者医療被保険者証等再交付申請書 省令第１９条第１項、 

第２１条、第６２条第８項、

第６７条第６項 

第５号様式 後期高齢者医療被保険者受療証 第４条 

第６号様式 後期高齢者医療基準収入額適用申請書 省令第３２条 

第７号様式 後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予申請書 省令第３３条第２項 

第８号様式 後期高齢者医療一部負担金減額証明書 省令第３３条第３項 

第９号様式 後期高齢者医療一部負担金免除証明書 省令第３３条第３項 

第１０号様式 後期高齢者医療一部負担金徴収猶予証明書 省令第３３条第３項 

第１１号様式 後期高齢者医療食事療養等差額支給申請書 第１４条、第１５条 

第１２号様式 後期高齢者医療療養費支給申請書 第１６条、第１７条、第１

８条 

第１３号様式 後期高齢者医療特定疾病認定申請書 省令第６２条第１項 

第１４号様式 後期高齢者医療限度額適用認定証交付申請書 省令第６６条の２第２項 

第１５号様式 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証交

付申請書兼入院日数届書 

省令第６７条第２項 

第１６号様式

１の１ 

後期高齢者医療高額療養費支給申請書 第１９条 



 

様式番号 様式の種類 関係条文 

第１６号様式

１の２ 

後期高齢者医療高額療養費支給申請書 第１９条 

第１６号様式

の２ 

高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明

書交付申請書 

第２０条 

第１６号様式

の３ 

高額療養費（外来年間合算）支給申請書兼自己負担額

証明書交付申請書 

第１９条の２ 

第１７号様式 後期高齢者医療葬祭費支給申請書 第５条 

第１８号様式 後期高齢者医療仮徴収額決定通知書 条例第１４条 

第１９号様式 後期高齢者医療保険料額決定通知書 条例第１４条 

第２０号様式 後期高齢者医療仮徴収額変更決定通知書 条例第１４条 

第２１号様式 後期高齢者医療保険料額変更決定通知書 条例第１４条 

第２２号様式 後期高齢者医療保険料徴収猶予申請書 第６条 

第２３号様式 後期高齢者医療保険料徴収猶予決定・却下通知書 第６条 

第２４号様式 後期高齢者医療保険料徴収猶予取消通知書 第６条 

第２５号様式 後期高齢者医療保険料減免申請書 第８条 

第２６号様式 後期高齢者医療保険料減免決定通知書 第８条 

第２７号様式 後期高齢者医療保険料減免却下通知書 第８条 

第２８号様式 後期高齢者医療保険料減免取消通知書 第８条 

第２８号様式

の２ 

後期高齢者医療保険料減免額変更決定通知書 第８条 

第２９号様式 後期高齢者医療簡易申告書 条例第１７条 

第３０号様式 高齢者の医療の確保に関する法律第９９条第２項の

被扶養者であった被保険者に該当する旨の証明書、高

齢者の医療の確保に関する法律による障害認定証明

書、高齢者の医療の確保に関する法律による特定疾病

認定証明書 

第１０条 

第３１号様式 後期高齢者医療被保険者資格喪失等証明書 第１１条 

第３２号様式 後期高齢者医療負担区分等証明書 第１２条 

第３３号様式 後期高齢者医療給付支給決定通知書 第１４条、第１５条、第１



 

６条、第１７条、第１８条 

第３４号様式 後期高齢者医療給付支給決定通知書 第１９条 

様式番号 様式の種類 関係条文 

第３５号様式 後期高齢者医療給付支給決定通知書 第５条、第１９条の２、第

２０条 

第３６号様式 後期高齢者医療給付支給申請却下通知書 第５条、第１４条、第１５

条、第１６条、第１７条、

第１８条、第１９条、第１

９条の２、第２０条 

第３７号様式 後期高齢者医療給付不支給決定通知書 第１９条の２、第２０条 

第３８号様式 後期高齢者医療特別の事情に関する届書 第２１条 

 


